
社会福祉法人　容雅会

別紙1

現況報告書（令和3年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

07 福島県 204 いわき市 07204 7380005011015 01 一般法人 01 運営中

http://www.sunny-port.net/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tatuya01@skyblue.ocn.ne.jp

社会福祉法人　容雅会

福島県 いわき市 小名浜字神成塚133番地の１

0246-92-3321 0246-92-3338 2 無

(3-2)評議員の職業

赤津　隆彦 H29.4.1 R03.6

平成25年7月29日 平成25年7月31日

7名以上 7 27,840

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の

評議員・役員・職員との兼務状

況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数

1

阿部　健一 H29.4.1 R03.6
0

菊池　秀明 H29.4.1 R03.6
1

門屋　博史 H29.4.1 R03.6
1

村田　裕之 H29.4.1 R03.6
1

鈴木　重光 H29.4.1 R03.6
1

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

箱崎　孝成 R3.2.15 R03.6
0

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

6 6 77,952 2 特例無

H29.6.24 R03.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 5
中村　雅英

1 理事長 平成25年7月29日 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 R03.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 1
有橋　正次郎

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 R03.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
斎藤　和夫

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 R03.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4
鈴木　智

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 R03.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 5
吉田　一巳

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 R03.6 3 施設の管理者 1 有 5
中村　安佐子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

2 2 89,088

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況
(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

山野邊　元則
H29.6.24 R03.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

木幡　仁一
H29.6.24 R03.6 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 5



社会福祉法人　容雅会

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人

名）

(1-2)前会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

(1-3)前年

度決算にかか

る定時評議

員会への出

席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

2 0 0

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監

事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

0.0 0.0

68 0 40

0.0 27.6

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和2年6月10日 5 2 2

１）令和元年度事業・決算・監事監査報告

２）評議員選任解任委員の承認について

３）内郷居宅介護支援事業所について

令和2年12月17日 4 2

１）書面による理事会　令和２年７月３１日　理事６名　監事2名

１）決議事項　居宅介護支援事業所サニーポート小名浜内郷事業所に係る運営規程について

１）補正予算について

２）給食委託契約の変更について

３）経理規定の改定について

令和3年2月4日 5 2

１）新型コロナウィルス関連の緊急融資と資金調達について

２）補欠評議員の選任について

令和2年4月16日 4 2

１）死亡職員に係る退職加算金の支給について

２）平・内郷地区への事業展開について

３）企業主導型保育事業を活用した保育所新設について

令和2年5月27日 6 2

１）令和元年度事業・決算・監事監査

２）評議員選任解任委員の承認について

３）東邦銀行の借入金変更について

４）内郷居宅介護支援事業所について

木幡　仁一

１．消防訓練について

　　　令和２年度の消防訓練については、実施されているが、夜間を想定した訓練が

　　行われていないので、１回は、実施をしてください。

２．事故報告書について

　　　提出日の未記入や発生時から２ヶ月以上遅れて提出されているものがある。

令和3年3月25日 5 2

１）補正予算について

２）次年度予算について

３）次年度事業計画について

４）次期評議員の推薦について

５）居宅介護支援事業所管理者の変更について

0

山野邊　元則

　　　軽重に関わらず速やかに提出すべきで、対処が必要であっても報告を先に行って下さい。

　　　様式の事業所記入欄のチェックがされていない。



社会福祉法人　容雅会

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

　　　・集計、分析を行ってはどうか。

       各部署、ユニット毎の分析が成されていないので、発生の分析を行って、今後の事故防止に

       役立てて「は如何か。

(１）入居者の預かり金について、台帳のチェック等より良い順番を整え、引き継ぎが完全に

       容易にできるように工夫をして欲しい。

(２）備蓄物の管理について

　　　今後、その他の分類欄を設けて分析等に活用してはどうか。

３．事故・苦情委員会について

　　　・開催回数

       令和２年度の開催は、例年よりかなり少ない開催であるが、その理由は何故なのか。

1　令和３年度中に実施します　　　2　令和３年８月末までに改善します

3　即時改善に努めています　　　

（１）令和３年６月即時改善します　

（２）即時改善に努めます

（３）令和３年度中に実施します

01 無限定適正意見

       備蓄庫の現物管理は、成されているが経理台帳上の管理と併せて行って下さい。

(３）ホームページについて

       ホームページの更新がなされていない理由については、業者を変更してスマートホンでも

       見れる様にすることで、それが近日中と理解しました。

      ＳＮＳ、ライン等のネットワークを利用して家族が容易に入居者の様子が分かるようにする事等も

　　　検討して下さい。

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額

（円）

001

特別養護

老人ホーム

サニーポート

小名浜

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホームサニーポート小名浜

福島県 いわき市 小名浜字神成塚133番地の１ 2 民間からの賃借等

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 80 27,552

ア建設費

平成27年4月1日 20 4,917

ア建設費

福島県 いわき市 小名浜字神成塚133番地の１ 2 民間からの賃借等 3 自己所有

001

特別養護

老人ホーム

サニーポート

小名浜

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 通所介護事業所サニーポート小名浜

福島県 いわき市 小名浜字神成塚133番地の１ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

001

特別養護

老人ホーム

サニーポート

小名浜

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所サニーポート小名浜

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年5月1日 30 4,547

ア建設費

平成26年10月1日 120 1,478

ア建設費

福島県 いわき市 小名浜字神成塚133番地の１ 2 民間からの賃借等 3 自己所有

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

イ大規模修繕

001

特別養護

老人ホーム

サニーポート

小名浜

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所サニーポート小名浜

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額

（円）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額

（円）
イ　大規模修繕

（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
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１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

添付、事業報告による。

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

者に対する相談支援）

オレンジカフェ以和貴（認知症カフェ） 福島県いわき市小名浜地区

認知症の情報啓発及び相談援助

0

0

2 無

1 有

1 有

1 有

382,558,422

1,760,000

0

1 有

1 有

1 有

事業所内保育所おひさまルーム

入所者処遇等に関する事項

１．保育従事者の保育姿勢等

　　　　 保育に係る各種研修会等への参加の機会が確保できていない

　　　状況が確認された。

0

施設名 直近の受審年度

01 公認会計士

渡辺公認会計士事務所

ウ　財務会計に関する内部統制の向上に対する支援

３．個人情報の取扱いについて

         取得した乳幼児等の個人情報の利用方法や第三者提供等に係る

      保護者の同意については、入所時に口頭で行っているとのことであるが、

      利用方法や同意を明確にするため、書面にて利用方法を明示し、

　　　保護者から同意する旨の書面を受領するなどの方法が望ましいことから、

　　　書面による方法を検討すること。

　　　   保育の質の向上を図る目的からも、保育従事者の研修等参加の

　　　機会の確保に努めること。

２．避難消火等の訓練の実施

         避難消火等の訓練は毎月１回以上実施しなければならないが、

      消火活動及び通報連絡訓練の不足が確認されたことから、今後は

　　　適切に実施すること。

４．児童相談所等の専門的機関との連携について

         虐待等不適切な養育が疑われる児童を発見した場合に備え、フロー等を作成し、



社会福祉法人　容雅会

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

      「虐待の防止のための措置に関する事項」について掲示されていないことが確認

      されたことから、適切に掲示すること。

        なお、提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に

      関する事項並びにこれらの事項に変更を生じた際は、当該変更のうち直近のものの

      内容及びその理由について、別途掲示が必要である旨申し添える。

１．即時改善に努めます

      専門的機関との連携について体制を図ること。

５．掲示

     　　施設においては、サービスを利用しようとする者が見やすい場所に以下の内容を

      掲示することとされている。

２．毎月１回以上実施で改善しています

３．即時改善に努めます

４．即時改善に努めます

５．即時改善しています


